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他のお客様に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められる
ものであって、たて・よこ・高さの合計が120cm以内の専用の容器に
収納したもので、専用の容器と動物の重さが10kg以内のもの。

解体または折りたたんで
専用の袋へ完全に収納。

※

危険品
（可燃性液体・火薬類） 農薬・毒物 不潔または

臭気を発するもの

電動キックボードについても自転車と
同様に解体または折りたたんで専用
の袋に収納することが必要です。

次の場合は持ち込めません。
• 自転車等の一部が出ているもの
• 折りたたまずに収納
• 専用袋に収納せずそのまま
押して乗車

他のお客様に危害を及ぼす
おそれのあるものや、車内を
破損するおそれのあるものなどは、
車内への持ち込みはできません。


